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第１回 室蘭市緑の基本計画改定協議会

【資料１】
室蘭市緑の基本計画改定の概要

平成３０年１０月１７日（水）

室蘭市都市建設部土木課



1１．室蘭市緑の基本計画改定の背景と目的

平成14年度 室蘭市緑の基本計画策定
⽬標年次 2022（平成34）年度

本市を取り巻く環境の大きな変化
・⼈⼝減少や少⼦⾼齢社会の進⾏
・公園など社会基盤整備の推進
・効率的な公共施設管理 等
上位関連計画の策定・⾒直し
・総合計画 /室蘭市総合戦略/都市計画マスタープラン/
⽴地適正化計画/都市計画区域マスタープラン 等

計画期間終了まで約4年

緑の基本計画を改定

環境の変化を踏まえた、⼀体的な計画の⾒直しが必要

１．これまでの施策や社会環境の変化を踏まえ、室蘭市の都市構造
や市民ニーズなどを反映した改定を行う。

２．新たなまちづくり計画を反映し、拠点となる公園の再編や居住
誘導支援など、緑の保全と創出に関する施策の推進を促進する。



2２．室蘭市緑の基本計画の位置付け

北海道
都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針
（区域マスタープラン）

室蘭市
第５次総合計画
「豊かな海・自然の活用」

※Ｈ31年度以降見直し予定

室蘭市緑の基本計画

即す

都市緑地法

室蘭市
都市計画マスタープラン、立地適正化計画 等

整合



3３．改定の体制

改定協議会

アンケート、パブコメ等

緑化審議会

室蘭市緑の基本計画（案）

緑の基本計画改定

市⺠



4４．室蘭市緑の基本計画改定のスケジュール（案）

※Ｈ29アンケート調査結果でデータが不足する場合は、別途アンケート調査の実施を検討

緑化審議会、改定協議会、パブリックコメントなどを実施しな
がら、年度内の計画策定を目指す。

項目 細目 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

過年度評価方法・データの確認

最新データの収集・整理

現計画達成状況の評価

データ収集

不足データの整理・作成

現状データの整理・分析

Ｈ29アンケート調査結果の分析

市民ニーズの整理

改定方針・内容の検討

改定案の作成

改定案の修正・美化

緑化審議会 ② ③ 4月に第1回開催済み

協議会 ① ② ③

平成30年 平成31年

備考

常任委員会報告

改訂計画公表

パブリックコメント

基礎調査

1月 2月 3月

現計画の評価

8月 9月 10月

改定協議会等の支援

11月 12月

調査結果の解析・

評価と課題の整理

緑の基本計画の

改定案の検討



第１回 室蘭市緑の基本計画改定協議会

【資料２】
現行緑の基本計画の概要

平成３０年１０月１７日（水）

室蘭市都市建設部土木課



1１．緑の基本計画の内容

都市計画区域内が対象。公共施設の緑地に限らず、
学校や工場等の緑化も対象することが望ましい。

計画の対象範囲

※都市計画区域：人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などから見て、一体の都市として捉える必要がある区域

① 緑地の保全及び緑化の目標
② 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
③ 地方公共団体の設置に係る都市公園の整備の方針
その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針
に関する事項

緑の基本計画の構成
緑の基本計画では、以下の３つの内容を示すこと
が基本となる。



2２．室蘭市緑の基本計画の構成

地域別整備方針

緑地の保全及び緑化の目標

室蘭市緑の基本計画

⻄地区
（港南・中央・蘭中）

東地区
（輪⻄・東・東明・中島）

北地区
（⽩⿃台・本輪⻄）

緑地の配置の方針

緑地の保全及び緑化推進のための施策

緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項(候補地選定のみ)

緑化の推進を重点的に図るべき地区の整備計画の設定



3３．緑地の保全及び緑化の目標

花と 緑の環でつなぐ 港 の街むろらん基本理念

緑の
まちづくり
の目標

豊かな
水と緑を
“守ろう”

生活の基盤となる緑を守り、海辺、
山、川、沢など豊かな環境を次
世代に残しましょう。

あふれる
花と緑を
“つくろう”

身近な道路、川、公園などに花と
緑の豊かな環境をつくりましょう。

緑の
交流の環を
“育てよう”

緑の大切さを学び、緑とのかか
わりを広げて、大きな交流の環を
つなぎ、地域が輝く緑のまちづく
りをみんなの力で育てていきま
しょう。



4３．緑地の保全及び緑化の目標

① 都市公園の確保目標水準
公園⾯積及び市⺠１⼈当りの公園⾯積
② 都市公園の種別から⾒た公園の確保⽬標⽔準
種類別の⾯積及び市⺠１⼈当りの⾯積
③ 都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準
市⺠⼀⼈当りの⾯積
④ 緑地の確保目標水準
都市計画区域面積に対する緑地の割合
⑤ 緑化の目標
市街地の緑の量

定量的目標値として、以下の5項目を設定している。



5４．緑地の配置方針

系統 方針
環境保全 室蘭岳とその山麓、絵鞆半島の山並みを保全。

社寺境内の樹林地を保全。
公園・緑地の整備を図る。

レクリエーション 街区、近隣、地区公園をそれぞれ配置。
⻄いぶり総合公園、ふるさとの森２１、港湾緑地、河畔
緑地等を適切に配置。

防災 保安林等斜⾯の緑を保全。
避難地として公園・緑地を配置。
臨港地区内に緑の緩衝帯を配置。

景観構成 測量⼭緑地、地球岬、トッカリショなど室蘭らしい地形、
緑及び室蘭岳山麓の緑を保全。
南部藩陣屋史跡や社寺と⼀体的な樹林地を保全。
旧駅舎と⼀体となった街区公園や祝津公園、潮⾒公園、
地球岬緑地など大規模な公園・緑地を拠点として配置。

総合的な緑地 上記系統の機能が総合的に発揮されるよう、都市公園、
緑地及び地域制緑地を適切に配置。



6５．緑地の保全及び緑化推進のための施策

目標 方向性
豊かな
水と緑を
“守ろう”

市街地を包む室蘭岳、絵鞆半島の美しいを
山並みの保全
動植物の生息地となる水と緑の保全

あふれる
花と緑を
“つくろう”

活⼒と魅⼒にあふれた公園の整備
港とのふれあいや山・川の自然性を活かし
た緑地の整備
街と暮らしにうるおいと安らぎをもたらす
花と緑の展開

緑の
交流の環を
“育てよう”

緑の⼤切さを学び、緑とのかかわりを広げ、
市⺠参加で緑を育てる
緑のリサイクルの芽を育てる

人と人との
環をつなごう

市⺠が主体となった緑の体制づくりを進め
る



7６．緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項

① 道条例等にもとづく新たな保護地区の検討
② 緑地保全地区指定の検討

道知事との協議が必要となるため、候補地を選定。



8７．緑化の推進を重点的に図るべき地区の整備計画の設定

緑化重点地区 設定の理由
室蘭駅周辺
（約94ha）

公共施設と⺠有地の⼀体的な緑
化や景観形成により、都市環境
の創出と改善

東室蘭駅周辺
及び八丁平地区
（約550ha）

東室蘭駅周辺のまちづくり事業
との連携、潮⾒・中島公園周辺
における風致の維持・創出、水
と緑のネットワークの形成、良
好な住環境形成

白鳥台地区
（約183ha）

都市公園を各とした住⺠の憩い
の場の創出、防災機能としての
整備の充実、緑化の推進、良好
な住環境形成



9８．地区別整備方針

地区 テーマ 整備方針
⻄地区 守ろう ・室蘭らしい自然景観の保全と活用

つくろう ・身近な街区公園の再整備
・臨海部の魅⼒づくり
・住⺠のレク利⽤に向けた緑地整備
・街の顔、交流拠点となる場の創出
と整備

・緑化重点地区の指定
・丘陵地の樹林復元と保全
・自然を活かした緑地の整備

育てよう ・花・緑の啓発と交流
・公園の利活⽤の推進
・桜の整備と交流

※赤字：他地区との重複項目



10８．地区別整備方針

地区 テーマ 整備方針
東地区 守ろう ・室蘭らしい自然景観の保全と活用

・動植物の生息地となる水と緑の
保全・創出

・防災面に配慮した山並みの保全
・⾝近に残された樹林地の保全

つくろう ・身近な街区公園の再整備
・住⺠のレク利⽤に向けた緑地整備
・緑化重点地区の指定
・水辺環境の維持と整備
・河川環境整備の推進と魅⼒づくり

育てよう ・花・緑の啓発と交流
・公園の利活⽤の推進

※赤字：他地区との重複項目



11８．地区別整備方針

地区 テーマ 整備方針
北地区 守ろう ・市街地を包む樹林地や農地の保全

・室蘭らしい山並みの保全
つくろう ・身近な街区公園の再整備

・公園のリニューアルの推進
・緑化重点地区の指定
・緑化による沿道景観のグレー
ドアップ

育てよう ・学校緑化の運動
・花・緑の啓発と交流
・公園の利活⽤の推進

※赤字：他地区との重複項目



第１回 室蘭市緑の基本計画改定協議会

【資料３】
室蘭市の現状・課題と計画改定の方針

平成３０年１０月１７日（水）

室蘭市都市建設部土木課



1はじめに．緑に関する世界的な現状（地球環境）
○日本の森林は増加しているが、世界の森林面積は開発や燃料（薪）確保のため年々減少。
○温室効果ガス増加などにより地球規模での温暖化や都市部のヒートアイランド現象が進行。大
雨の増加や台風の大型化等へ影響している可能性も考えられる。 ⇒世界的に地球環境が悪化

図 世界の夏平均気温偏差 出典：気象庁HP図 日本の年平均気温偏差
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2はじめに．緑に関する世界的な現状（生物多様性）
〇最新の国際自然保護連合レッドリストでは、25,821種が絶滅危惧種に指定。絶滅のおそれの
ある種数は、年々増加傾向にある。
〇WWFによる「生きている地球指数」によれば、1970年から2012年までの間に脊椎動物の
個体数が58%減少。

図 世界の生きている地球指数(LPI)

1970年比：-58%

出典：生きている地球レポート2016(WWF)

図 世界の絶滅のおそれのある動物種数 出典：平成２２年版環境・循環型社会・生物多様性白書

⇒生物多様性が急速に減少



3はじめに．緑に関する世界的な現状（生態系サービス）
〇生態系サービスは生物多様性が維持されることにより生み出される。
○TEEB(生態系と生物多様性の経済学)では、様々な生態系サービスの経済的価値が評価されて
いる。（Ex.サンゴ礁の恵み：300億～1,720億US＄、昆虫による授粉サービス：1,530億
ユーロ、自然食品や飲料の提供：460億US＄等） ⇒⽣活には⽣態系サービスが必要不可⽋

図 生態系サービスの種類と例

※生態系サービス：食料や水、建築材料や衣類など、自然から得られる恵み

出典：環境省「陸水域の生物多様性の保全のために」



4１．室蘭市の特性と現況（地勢）
○北側は室蘭岳（鷲別岳）から南に向かって丘陵地（森林）が形成されている。
○南側は太平洋に突き出た絵鞆半島により形成され、外洋側は 100ｍ前後の断崖絶壁が14 ㎞
も連なる風光明媚な景勝地になっている。

地勢

出典：室蘭市ＨＰ

金屏風

銀屏風

地球岬

⇒特有の地形を活かした自然景観を有する
室蘭岳

（鷲別岳）

絵鞆半島




